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 ご紹介いただきました佐瀬でございます。皆様のお手元に届けられていると思います 

が「講義概要」、この線に沿って私の考えを述べていきたいと思います。 

 第１「日米安保改定」これが表題です。 

日米安全保障条約はご承知のように二度結ばれています。いわゆる旧安保条約と現行の

安保条約、２つ結ばれていますが、旧安保条約はレジュメにも書いておきましたように、

実質的には「米軍駐留協定」です。そこで大事なのは、まず前文ですが、「日本国は、本日

連合国との平和条約に署名した。日本国は、武装を解除されているので、平和条約の効力

発生の時において固有の自衛権を行使する有効な手段をもたない。」 

要するに自衛権はあるけれどもそれを行使する手段がない。ありていに言ってしまうと、

自衛隊はまだ生まれていなかったということです。その次に、 

「これらの権利の行使として、日本国は、その防衛のための暫定措置として、日本国に対

する武力攻撃を阻止するため日本国及びその附近にアメリカ合衆国がその軍隊を維持す

ることを希望する。」 

日本は丸裸ですから、誰に守ってもらうか、が重要です。無論、それは米国であり、我

が国に駐留するのを「希望する」としているのですね。裏返して言いますと、アメリカが

拒否しようと思えば、それは拒否できたわけです。その次に、「第一条 平和条約及びこ

の条約の効力発生と同時に、アメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍を日本国内及びその附

近に配備する権利を、日本国は、許与し、アメリカ合衆国は、これを受諾する。」 

実際は、日本が許し、アメリカがそれを受けるという形ですが、これは、当時の日米の

力関係から言うと、アメリカによって、あまり聞こえはよくありませんが、押しつけられ

た、そういうような性質のものです。 

その次に「２、世界の他の安全保障条約」。これを全部やっていますと時間がなくなり

ますので、まず「a. 北大西洋条約（１９４９年４月４日署名）」これは見ていただいたら

わかりますが、当時、既に核超大国であったアメリカと、北海の小国であるアイスランド

も元からの加盟国でした。アイスランドは正規軍を持たない国ですが、超大国と正規軍を

持たないアイスランドも、「権利と義務においては全く同じ」観点に立っています。北大西

洋条約（ＮＡＴＯ条約）は、そこに全文を入れておきましたので確認しておいてくだい。 

 その次に「b. ＡＮＺＵＳ」条約。Ａはオーストラリア、ＮＺがニュー・ジーランド、そ

してＵＳ（アメリカ）ですからＡＮＺＵＳ。この（三国安全保障）条約が結ばれました。

これも条文を添えておいたはずですが、一言で言いますと「等しい権利、等しい義務」で
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す。ニュー・ジーランドは小さな国です。オーストラリアは国土的には大きな国ですが、

ニュー・ジーランドは島国みたいなもので小さな国です。そのニュー・ジーランドが、核

超大国であるアメリカとは全く対等の条約を結んだわけです。 

 その次に「c. ワルシャワ条約」、いわゆるソ連時代の東側の条約です。これはアルバニ

ア、ブルガリア、ハンガリー、東ドイツ、ポーランド、ルーマニア、チェコスロバキア、

ソ連ということですが、１９９１年７月に、ソ連が崩壊して、この条約は廃止になりまし

た。この条約で大きな問題はソ連が同盟国に対して武力を行使したということです。 

 例えば、東ドイツで暴動が起こりました。暴動が起こった時には東ドイツ軍でなくソ連

軍がその暴動を鎮圧したわけです。一番有名なのはチェコスロバキアです。アレキサンデ

ル・ドゥブチェクという指導者がソ連離れを起こしました。それに対してソ連だけでなく

ワルシャワ条約５ヵ国軍が軍事介入した。ですからワルシャワ条約は、名目上はアメリカ

を中心とする西側のＮＡＴＯの国々の脅威に対する条約ということになっていましたが、

実質的には同盟国に対する制裁条約という形を取りました。 

 その次の「d. 東南アジア友好協力条約」は、今までのものと違いまして、いわゆる軍事

同盟、軍事条約ではありませんから、省略します…。 

 それから「e. 米華（台）」、今の台湾ですね。「相互防衛条約（１９５４年１２月２日調

印）」ですが、１９８０年１月に失効しています。この条約も、条約文を添えてありますの

でご覧いただきたいのですが、先程から言っていますように条約の構造は「等しい権利、

等しい義務」です。台湾と米国の国力の違いは、誰が見ても全然問題にならない、アメリ

カの方が超大国でしたけれども、そういったこととは関係なしに、少なくとも条約文面上

は「対等の条約」です。「同等の権利、同等の義務」という形のものです。 

 その次が、旧安保条約ではなくて現行条約です（３、日米相互協力及び条約（現行条約）

（１９６０年１月１９日署名）。この現行条約が結ばれた時のことを、私はまざまざと思い

起こしますけれども、安保騒動というのがありました。樺美智子さんという東大生が国会

議事堂に突入しようとして命を落しました。その直後に結ばれた、安保条約、現行の条約

ですね、ちょっと読んでみますと、 

「第六条 日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与

するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を

使用することを許される。」 

これも「許される」になっています。岸信介総理の時ですけれども日本はこういう条約
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を受けざるを得なかったわけです。実質的には「アメリカ合衆国は、その陸海空が日本国

において施設及び区域を使用することを認めさせる」と読みかえることができる、内容的

にはそういうものです。 

 その次は、私のレジュメ「講演要旨」に書いておきましたが、もう一度読みます。 

「日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、

アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用するこ

とを許される。」 

この条約は、先ほど言いましたけれども、実質的には押しつけられたに等しいわけです。

そして「前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合衆国軍隊の地位は…」云々と

ありますが、これも最後に「別個の協定及び合意される他の取極により規律される。」とあ

ります。繰り返して申し上げますけれども、米国の方からほとんど押しつけに近い形で、

こういう条約が結ばれたわけです。 

 以上、話しましたことを要約しますと、レジュメの「５」に書いておきましたけれども、

「現行・安保条約の特徴 イ. 非対称・双務性の条約」──双務性とは、お互いに何らか

の義務を負う。何らかの義務を負うとはどういうことかといいますと、「米国は日本を防衛

するという義務」です。「日本の義務は、アメリカに基地を提供するという義務」です。 北

大西洋条約などは、見ていただいたらわかりますが、超大国と人口１００万そこそこの国

とが全部「等しい義務、等しい権利」であったのですけれども、「非対称・双務性」の条約

は日米安保条約だけです。これは歴史上、日米安保条約だけと私は言い切るわけですけれ

ども、日本は米国に対してどういう義務を負うか。それは「基地を提供する義務」である。

アメリカは日本に対してどういう義務を負うか。それは「日本を防衛するという義務」で

ある。それが非対称・双務性の条約である所以です。 

そこに書いておきましたけれども「ロ」として「米国がわが国の防衛義務を負い、わが

国は米軍に基地提供義務を負う。」ということです。 

 その次に「６」として「私見」としておきましたけれども、「イ. 現行憲法・第９条１項

の改変。ロ. 現行憲法・第９条２項の新２項化」。それから「自衛隊の『隊』を国防『軍』

化」とする。「ハ.」として「第９条第３項の新設」。私の考えは「私案『国防軍の最高指揮

権は内閣総理大臣に属する』」こういう形のものです。 

 それで安保条約の「第一条 平和条約及びこの条約の効力発生と同時に、アメリカ合衆

国の陸空、及び海軍を日本国内及びその附近に配備する権利を、日本国は、許与し、」──
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実際は“日本国は押しつけられ”たのですが――、「アメリカ合衆国は、これを受諾する。」

──アメリカ合衆国は、実質的には、これを命ずるというか。それから「この軍隊は、極

東における国際の平和と安全の維持に寄与し、並びに、一又は二以上の外部の国による教

唆又は干渉によって引き起こされた日本国における大規模の内乱及び騒擾を鎮圧するため

日本国政府の明示の要請に応じて与えられる援助を含めて、外部からの武力攻撃に対する

日本国の安全に寄与するために使用することができる」ということになります。 

 これも、いま言いましたところを縮めていいますと、「日本とアメリカはお互いに義務を

負い合っている。しかし、その義務は同じ形の義務ではない。アメリカは日本を防衛する

義務がある。それに対して日本が負っている義務は、アメリカを防衛する義務ではなく、

アメリカに基地を提供する義務である」。 

そういうことで、同じことの繰り返しになりますけれども、お互いに負っている関係は

非対称・双務性。つまり非対称とは、繰り返しになりますけれども、日本は米国に基地を

提供する義務、米国が日本に対して負っている義務は、基地を使って日本を防衛する義務。

そういう形のものです。 

 その次には、「６、私見 イ. 現行憲法・第９条１項の改変。ロ. 現行憲法・第９条２項

の新２項化。自衛『隊』の国防『軍』化」それから「第９条第３項の新設」私の考え「私

案『国防軍の最高指揮権は内閣総理大臣に属する』」こういうものです。 

 現行憲法・第９条１項ですけれども、 

「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、

武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄

する」。──この個所では、「永久にこれを放棄」したのでは日本を防衛するための手段が

ありませんから、これは改める。 

 それから「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の

交戦権は、これを認めない。」──これは全面的に書き換える必要があって、「陸海空軍そ

の他の戦力を保持する」ということにして、「国の交戦権は、これを認める」というふう

に変えるべきであると私は考えています。それが「６、私見」の「現行憲法・第９条１項

の改変」、これはいま申し上げた通りです。 

 それから「第９条２項の新２項化」──現行憲法に「自衛隊」という規定はないわけで

すけれども、新しい憲法にする場合には、現在「自衛『隊』」と呼ばれているものを「国

防『軍』」と改正する。「隊」と「軍」はどう違うのかということですけれども、今の自衛
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隊は英語で言いますと Self-Defense Forcesです。Forceに“隊”の意味は全然ありません。

“力”という意味ですね。Self-Defense Force、国防軍 Defence Force、これも Forceで

す。英語で言いますと同じですが、日本の憲法ですから、そこは隊と軍とをはっきりと区

別するということです。 

 そして「第９条３項の新設」これは私の案ですけれども、「国防軍の最高指揮権は内閣

総理大臣に属する」。現行憲法がどうなっているかといいますと、現行憲法にはそもそも

第３項はないわけですから、これが新設されます。新設されて、文民統制上、シビリアン

コントロールの見地からいって、これは内閣総理大臣に属するということにしてはどうか

というのが私の考え方です。 

 その次に「７、世論」は、これまでの防衛論争みたいなものをどう判断していくかとい

うことですが、「イ」として日本、「ロ」としてドイツを挙げました。なぜドイツなのか。

イタリアは降伏であるのかどうかわかりませんけれど、日本とドイツが第二次大戦の主要

な敗戦国でした。それで２つの防衛白書──令和元年の防衛白書、令和２年の防衛白書。

そこに添えてありますけれど、明らかに日本の方が自衛隊に対する国民の信頼度は高いわ

けです。日本は憲法改正は１回もできていませんが、それに比べますとドイツの場合、憲

法改正といいますか基本法改正を何十回となくやっています。そういうことから日本の憲

法は硬性憲法──変えられない憲法、それに対してドイツの憲法は一番変えやすい憲法─

─軟性憲法ということになっています。それでドイツの場合と日本の場合の世論の違いを

章として掲げておきました。 

 日本の場合、憲法の規定では自衛隊というものがないのにもかかわらず、自衛隊に対す

る国民の信頼度は非常に高いわけです。どんな調査をやってみても高いわけですね。それ

に対してドイツの場合には、何十回と憲法改正をやっていますけれど、国防軍に対する信

頼度が低いというわけではないのですが、日本に比べますとずっと低いわけです。確か、

高いところで８割程度の数字しか出ていません。それに対して日本の場合には、ほとんど

９割に近い自衛隊に対する信頼度があるわけです。２つの主要な敗戦国でその国家の持っ

ている武力に対する信頼度は大きく違うわけです。 

 それを考えますと私は、日本が憲法改正をやって、現在のところ、繰り返して申します、

自衛隊に対する規定は何らない憲法に、自衛隊の規定をきちっと入れても、国民はついて

くると思います。ただ、その時には政治的な説得力が必要です。それを発揮するならば、

日本国民は必ず自衛隊を、「自衛隊でなく、自衛軍とする。それから憲法にはっきりと、自
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衛権を持っているということを明記する」。そういう手続きを取れば国民は必ず理解すると

思います。なぜそう言い切れるかといいますと、先程から言っています、ドイツの場合に

は国防軍に対して……。中谷委員（元防衛大臣）がいらっしゃるので申し上げにくいので

すが、日本の防衛庁長官、現在の防衛大臣は、私いま記憶していませんが、１年に１人ず

つぐらい代わっているんですね。その中で二度三度と繰り返されている方もいらっしゃい

ます。ですから日本の場合には、計算してみると防衛庁長官、防衛大臣の（平均の）在任

期間は恐らく１年数ヵ月のはずです。 

それに対して、同じ敗戦国でもドイツの場合は、現在までに、確か、ドイツが再び主権

国家になったのは１９４９年です。そこからざっと数えましても８０年ぐらいです。８０

年ぐらいの間に２０人の国防大臣しか出していなのですね。 

 これは日本の悪い癖ですが、日本の場合は総理大臣も──安倍晋三首相が最長記録だそ

うですが、それでもわずか十何年です。それに対してドイツの場合には戦後の──と言っ

てもドイツの場合は１９４９年からですが、勘定してみたらすぐにわかります、２０人で

すから、いかに頻繁に総理大臣が代わるか。そして国防の担当者が代わるか。日独を比べ

てみたら、あまりにも明瞭で、日本の方が代わりすぎている。 

 ですから１つは菅総理にお願いしたいところですけれども、これからなるべく防衛大臣

を代えないこと。そういうことが必要であると思います。 

 私がお話をしようと思いましたのは大体以上の通りですけれども、何かご質問でもあれ

ばお受けします…。  

 

（この回おわり） 


